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最低賃金制度と全国の最低賃金（特設サイトへ）

 高知県最低賃金は、県内の全ての労働者と使用者に適用 

 （1） 高知県最低賃金は、産業や職種にかかわりなく高知県内の事業場で働く全ての労働 

者（臨時、パートタイマー、アルバイト等を含む。）と労働者を１人でも使用している

全ての使用者に適用されます。 
 （2） 次の賃金は、最低賃金の対象となる賃金に含まれません。 
     ①臨時に支払われる賃金 
     ②１ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金 
     ③時間外、休日労働等に対して支払われる割増賃金 
     ④精皆勤手当、通勤手当、及び家族手当 
 （3） 「電子部品・デバイス・電子回路、電子応用装置、映像・音響機械器具製造業」等 
   の特定（産業別）最低賃金が定められている業種・職種で働いている労働者及び使用

者については、当該特定（産業別）最低賃金が適用されます。 
  

 

 高知労働局 労働基準部賃金室 ０８８－８８５－６０２４ 
     高知労働基準監督署   ０８８－８８５－６０３１ 
     須崎労働基準監督署     ０８８９－４２－１８６６ 
     四万十労働基準監督署     ０８８０－３５－３１４８  
     安芸労働基準監督署     ０８８７－３５－２１２８ 
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